
 

防 衛 省 仕 様 書 改 正 票  Ｄ Ｓ Ｐ 

Ｙ ９ ０ ０ １ Ｅ（１） 

ロケットモータ，１形 制定 昭和５３年３月３１日 

改正  令和３年２月２２日 

（ＲＯＣＫＥＴ ＭＯＴＯＲ） 

 
この改正票は，ＤＳＰ Ｙ ９００１Ｅ（ロケットモータ，１形） についてのものであり，  

ＤＳＰ Ｙ ９００１Ｅと併用される。 

 

 
2.8  を次のように改める。 

2.8  品質管理 

品質管理は，ＤＳＰ  Ｚ  ９００８によるものとし，要求事項は，ＤＳＰ  Ｚ  ９００８の表１のｂによる。 

 
5.4  ロット番号 中 表７  を 次のように改める。 

表７－ロット番号の表し方 

区分 ロット番号 

 

 

 
 

海上自衛隊の場合 

 
 

暦年度内の一連番号 

 

□□□‐□‐□□‐ 

 
弾種・形を表す記号 製造所識別符号 

 

 

 

製造年（西暦下２けた） 

 
 

□□□ 

ただし，１０月はＸ 

製造月   １１月はＹ，１２月は 

Ｚとする。 

 

 

 

 

付図４ 中 特異事項  を 次のように改める。 

説明番号 項目 記入内容 

 

 
af) 特異事項 特異事項は，再加工，契約不適合修補などを行った場合，その原因となった事項を“※※”の符

号を付けて記入する。 

 

 

図番 付図４ 名称 弾薬諸元票の様式(続き) 尺度 ― 

防 衛 省 
 



 

                    防 衛 省 仕 様 書                       Ｄ Ｓ Ｐ 

                                                           Ｙ   ９ ０ ０ １ Ｅ 

              ロケットモータ，１形        制定 昭和５３． ３．３１ 

                                              改正 平成２６．１２．２２  

（ＲＯＣＫＥＴ ＭＯＴＯＲ） 
 

 

1 総則  

1.1 適用範囲 

  この仕様書は，低速標的機等の発進に使用するロケットモータ，１形（以下，ロケットモータという。）について規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＪＩＳ Ｚ ９０１５－１及びＮＤＳ Ｙ ０００１による。 

a) 作動時間 作動時間とは，圧力が最大圧力の１０％に達したときから最大圧力の１０％に低下したときまでの時間をいう。 

b) 最大圧力 最大圧力とは，正常作動条件下にある最大圧力（点火時の最大圧力は，含まない。）をいう。 

c) 平均圧力 平均圧力とは，圧力－時間曲線で囲まれた作動時間内の面積を作動時間で割ったものをいう。 

d) 平均推力 平均推力とは，推力－時間曲線で囲まれた作動時間内の面積を作動時間で割ったものをいう。 

e) 比推力 比推力とは，推力－時間曲線で囲まれた作動時間内の全面積を推進薬重量で割ったものをいう。 

f) 延期秒時 延期秒時とは，イグナイタに発火電流を通してから圧力が最大圧力の１０％に達したときまでの時間をいう。 

1.3 製品の呼び方 

 製品の呼び方は，表１による。 

表１－製品の呼び方 

製品の呼び方 物品番号 

 ロケットモータ，１形 １３４０－２００－０２９１－５ 

1.4 引用文書等 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又

は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 規格 

    ＪＩＳ  Ｇ  ４０５３ 機械構造用合金鋼鋼材 

  ＪＩＳ  Ｇ  ５７０５ 可鍛鋳鉄品 

  ＪＩＳ  Ｚ  ９０１５－１ 計数値検査に対する抜取検査手順－第１部：ロットごとの検査に対するＡＱＬ指標型 抜              

取検査方式 

    ＮＤＳ  Ｋ  ４０１２ ニトログリセリン（弾薬用） 

    ＮＤＳ  Ｋ  ４０１３ ニトロセルロース（弾薬用） 

    ＮＤＳ  Ｋ  ４３０４ 黒色火薬（弾薬用） 

    ＮＤＳ  Ｋ  ４８１４ 火薬安定度試験方法（１２０℃，１３４．５℃，耐熱試験） 

    ＮＤＳ  Ｋ  ４８１５ 火工品試験方法 

    ＮＤＳ  Ｙ  ０００１ 弾薬用語 

   ＮＤＳ  Ｚ  ０００１ 包装の総則 



    ＮＤＳ Ｚ  ８２０１ 標準色 

b) 仕様書   

    ＤＳＰ Ｚ ９００８ 品質管理等共通仕様書 

c) 法令等 

    火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号） 

    火薬類の運搬に関する内閣府令（昭和３５年総理府令第６５号） 

    火薬類運送規則（昭和３６年運輸省令第１号） 

 

2 製品に関する要求 

2.1 構成 

 ロケットモータの構成は，チャンバとその内部に組み込まれたイグナイタ及び推進薬からなる。 

2.2 材料 

 ロケットモータの各部に使用する材料は，付図１による。 

2.3 部品 

 部品は，付図１によるほか，表２による。 

表２－部品 

部品名称 項目 規定 

 チャンバ 
 

 耐圧強度 
 

 ３４．３２ＭＰａの内圧を加えたとき，外観，形状に異常なく，永久変形ひずみ量

は０．２％以下であること。 

 後部トラップ  耐圧強度  １０．７９ｋＮの力を加えたとき，著しい変形，ひび，破損等のないこと。 

 イグナイタ 

 

 

 抵抗  ５ｍＡ以下の電流を流したとき，脚線抵抗は０．６±０．３Ωの範囲であること。 

 発火性  ２．０Ａ以上の電流を流したとき，確実に発火すること。 

 不発火性  ４０ｍＡ以下の電流を３分間流したとき，発火しないこと。 

 推進薬 

 

 

 

 

 安定度 

 

 ＮＤＳ Ｋ ４８１４による１２０℃耐熱試験を実施して，４０分以下でメチ  

ルバイオレット試験紙が変色しないこと。 

 着 火 性 及 び 燃 焼 性

能 

 

 イグナイタにより－３０～５０℃の温度範囲で確実に着火し，2.5.4 の性能に有

害な影響を及ぼす欠陥がないこと。 

 Ｘ線検査  2.5.4 の性能に有害な影響を及ぼす欠陥がないこと。 

2.4 構造・形状・寸法・質量 

2.4.1 構造・形状・寸法 

 構造，形状及び寸法は付図１による。 

2.4.2 質量 

質量は，表３を標準とする。 

表３－質量 

 

２ 

Ｙ ９００１Ｅ 

項目 質量 

 構成部品 

 

 

 チャンバ                       ７．８                        

 推進薬                       ４．２                        

 イグナイタ                      ０．０５７                    

 総質量                      １２．０                       

単位 ｋｇ 



 

2.5 外観・機能・成分・性能 

2.5.1 外観 

 外観は，次のとおりとする。 

a) 本体に性能上有害な変形，きず，ひび割れ及び破損がないものとする。 

b)  各部の塗色に著しいむらがないものとする。 

2.5.2 機能 

 機能は，次のとおりとする。 

a) ロケットモータを低速標的機等に取り付けて，発火電流を流すと，イグナイタは発火して，推進薬を燃焼させる。 

b)  推進薬が燃焼して燃焼ガスが後方へ噴出すると，その反動により低速標的機等を発進させる。 

c)  推進薬が燃焼し終ると，推進力を失ったロケットモータは，低速標的機等から分離して落下する。 

2.5.3 成分 

 推進薬及びイグナイタ用着火薬の成分並びに薬量は，表４を標準とする。 

表４－成分 

区分 

 

 

成分 薬量 

ｇ 

 

材料 

 

配合比質量 

％ 

 推進薬 

 

 

 ダブルベース 

 

 

  ニトロセルロース a)        ５１        ５９４ 

 

 

 ニトログリセリン b)        ３５ 

  安定こう化剤等        １４ 

 イグナイタ  着火薬   黒色火薬 c)       １００       ３０       

 注 a) ニトロセルロースは，ＮＤＳ Ｋ ４０１３のものとする。 

  b) ニトログリセリンは，ＮＤＳ Ｋ ４０１２のものとする。 

   c)  黒色火薬は，ＮＤＳ Ｋ ４３０４のものとする。 

2.5.4 性能 

 性能は，表５を標準とする。 

表５－性能 

項目 

 

供試温度 

℃ 

規定 

 

最大圧力 

ＭＰａ       

 

    ５０±３ １９．６１以下 

 

 

    ２０±３ 

   －３０±３ 

平均圧力 

ＭＰａ       

 

    ５０±３ １４．７１以下 

 

 

    ２０±３ 

   －３０±３ 

平均推力 

ｋＮ         

 

    ５０±３ １０．７９以上 

     ２０±３ 

   －３０±３ ８．８３以上 

比推力 

ｓ           

 

      ５０±３ １９０以上 

     ２０±３ 

   －３０±３ １８０以上 

 

３ 
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表５－性能（続き） 

項目 

 

供試温度 

℃ 

規定 

 

作動時間 

ｓ 

 

    ５０±３ ０．４～１．４ 

 

 

      ２０±３ 

   －３０±３ 

延期秒時 

ｓ 

 

      ５０±３ ０．１以下 

 

 

    ２０±３ 

   －３０±３ 

効力性及び安全性 
 

－ 
 

付表１の各試験中において，解体，異常発火，爆ごう等の異状

がないこと。ただし，耐落下衝撃性試験は，発火しないこと。 

 

2.6 塗装 

 本体の塗装は，次のとおりとする。ただし，内面は下塗りだけとする。 

a) 下塗り 下塗りは，ラッカープライマー１回塗りとする。 

b)  上塗り 上塗りは，ラッカーエナメル１回塗りとする。 

  注記 上塗りの色は，ＮＤＳ Ｚ ８２０１の色番号２５０４（ダルスカイ２．５ＰＢ７／２）を標準とする。 

2.7 製品の表示 

 製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，付図２による。 

2.8 品質管理 

 品質管理は，ＤＳＰ Ｚ ９００８によるものとし，要求する事項は，表１のｂによる。 

 

3 品質保証 

3.1 検査 

 検査は，付表１によるほか，契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。 

3.2 試料の抜取り 

 試料の抜取りは，ＪＩＳ Ｚ ９０１５－１によって行い，検査水準は，通常検査水準のⅡとする。ただし，破壊を伴う検

査の試料数は，付表１による。 

3.3 ロットの大きさ 

 ロットの大きさは，調達要領指定書によって指定する場合を除き，一つの製造設備において同一の条件，仕様書及び図面に

基づき製造される量とする。 

 

4 出荷条件 

4.1 包装 

4.1.1 外装 

 外装は，火薬類取締法第２０条第２項の規定に基づく火薬類の運搬に関する内閣府令（鉄道，軌道，索道及び無軌条電車

による場合は火薬類運送規則）で定める技術上の基準によるほか，付図３による。 

4.1.2 個装 

 個装は，付図３の木箱にロケットモータ２個を収納するものとする。 

４ 

Ｙ ９００１Ｅ 



4.1.3 端数包装 

 端数が生じた場合は，緩衝材を空所に入れて包装し，端数であることの表示を行うものとする。 

4.2 外装の表示 

  外装の表示は，ＮＤＳ Ｚ ０００１の表示・標識による。ただし，表示の位置及び内容は，調達要領指定書によって指

定する場合を除き，付図３による。 

 

5 その他の指示 

5.1 火薬安定度試験用推進薬 

 火薬安定度試験用推進薬（以下，試料という。）は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，推進薬のロットごとに約１

㎏を試料収納缶に収納し納入するものとする。  

5.1.1 試料の包装 

 試料の包装は，合成樹脂製袋等に封入し，輸送時及び貯蔵期間中に有害な影響を与えないよう試料収納缶に収納するも

のとする。 

5.1.2 試料の表示 

 試料収納缶の見やすい位置に次の事項を表示する。 

a) 火薬安定度試験用推進薬 

b)  ロケットモータ，１形，ロット番号 

c)  推進薬製造ロット番号 

d)  推進薬製造会社名 

e)  ロケットモータ，１形，製造会社名 

5.2 寄託品  

 寄託品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表６のとおりとする。 

表６－寄託品 

品名 数量 引渡場所 

 火薬安定度試験用推進薬収納缶  推進薬製造ロットごとに１個  官の指定する場所 

5.3 承認用図面 

 契約の相手方は，ロケットモータの製造に先立ち，承認用図面を提出し，契約担当官等の承認を得なければならない。 

5.4 ロット番号 

 ロット番号の表し方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表７による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 
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表７－ロット番号の表し方 

       区分                                   ロット番号 

 陸上自衛隊の場合 

 

 

 

 

                      中央番号 

 

     ―     ―      

 

製造所識別符号                一連番号 

 

 

 海上自衛隊の場合 

 

 

 

 

                       暦年度内の一連番号            製造年（西暦年号下２けた） 

 

       ―    ―      ―        

                                                                      ただし，１０月はＸ， 

   弾種・形を表す記号                製造所識別符号           製造月  １１月はＹ，１２月は 

                                                                      Ｚとする。 

 

 

 航空自衛隊の場合 

 

 

 

 

 

 

 

                                一連番号                 製造年 

 

 

     ―          ―      

            

         製造所識別記号 

 

 

5.5 ＤＯＤＩＣ又は弾火薬コード 

 ＤＯＤＩＣ又は弾火薬コードは，特に調達要領指定書により指定する場合を除き，表８による。 

表８－ＤＯＤＩＣ又は弾火薬コード 

区分 ＤＯＤＩＣ 弾火薬コード 

 陸上自衛隊 ＨＫ１１Ｊ ─ 

 海上自衛隊 ─ １３７０－Ｗ０５１ 

 

5.6 弾薬諸元票 

 契約の相手方は，付図４によって弾薬諸元票を作成し，製品の納入時にロットごと提出するものとする。 

  なお，提出部数は調達要領指定書で指定する。 

 

 

原案作成部課等名：海上自衛隊 補給本部航空機部 

 

 

６ 
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                             付表－１ 試験方法 

検査項目 試料数 試験方法 判定基準 

材料 － － 2.2による。 

 

 

 

 

 

 

 

部 

品 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャン

バ 

 

 

耐圧試験

  (1) 

全数 

 

頭部，体部及び尾部金物を組立て試験用金具に取り付けて密閉し

，２４．５２ＭＰａの内水圧を加えた後，外観及び形状を検査する。 

2.5.1a)による。 

耐圧試験

  (2) 

１ 

 

耐圧試験(1)後，同じ方法により，３４．３２ＭＰａの内水圧を加えた後

，永久変形ひずみ量を測定する。 

2.3による。 

 Ａｃ ０，Ｒｅ １ 

 

 

 

 

 

 

 

後部トラ

ップ 

耐圧試験 

 

５ 

 

３２mmのラムで中心部に１０．７９ｋＮの圧力を加えた後，外観及び

形状を検査する。 

イグナ 

イタ 

 

 

 

抵    抗 全数 ５mＡ以下の電流を通じて，抵抗測定器で抵抗値を測定する。 

発火及び

不発火性 

 

 

６ 

 

 

 

各２個の試料をそれぞれ５０±３℃，２０±３℃及び－３０±３℃で６時

間以上保持した後，１０分以内に次の試験を行う。 

(1)４０mＡの電流を３分間流して不発火を確認する。 

(2)次に，２．０Ａの電流を流して，発火を確認する。 

推進薬 

 

 

 

 

 

Ｘ線検査 全数 薬軸に直角な２方向のＸ線撮影を行う。 2.3による。 

 

 

安 定 度 

 

－ 

 

ＮＤＳ Ｋ ４８１４による１２０℃耐熱試験を行い，Ｎ－メチル

バイオレット試験紙の変色する時間を測定する。 

燃焼試験 

 

 

６ 

 

 

厚肉チャンバに装填された試料各２個をそれぞれ５０±３℃，２０±３

℃及び－３０±３℃で６時間以上保持した後，１０分以内に発火させ

燃焼試験を行う。 

2.3及び2.5.4に

よる。 

 Ａｃ ０，Ｒｅ １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製 

品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観 

 

－ 

 

－ 

 

2.5.1による。 

 ＡＱＬ ２．５ 

寸法・質量 

 

－ 

 

－ 

 

2.4による。 

 ＡＱＬ ２．５ 

効力性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐熱性 

 

 

２ 

 

 

ＮＤＳ Ｋ ４８１５－２０１による耐熱試験を行う。試験の条

件は，温度５０±３℃で６時間以上保持した後，１０分以内に燃焼試

験を行う。 

2.5.4による。 

 Ａｃ ０，Ｒｅ １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐低温性 

 

 

２ 

 

 

ＮＤＳ Ｋ ４８１５－２０２による低温試験を行う。試験の条

件は，温度－３０±３℃で６時間以上保持した後，１０分以内に燃焼

試験を行う。 

耐温度衝

撃性(1) 

 

 

６ 

 

 

 

ＮＤＳ Ｋ ４８１５－２０３による温度衝撃試験を行う。試験

の条件は温度５０±３℃で６時間，次に温度－３０±３℃で６時間保

持するサイクルを３回行う。試験後，耐熱性と耐低温性試験を各１個

行う。 

耐振性 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

ＮＤＳ Ｋ ４８１５－２０５による振動試験を行う。試験の条

件は，共振点のある場合は，共振点２点で複振幅２．５ｍｍ又は加

速度±５Ｇ（４９．０３３ｍ／ｓ ２）の振動を２軸方向にそれぞれ１５時間

行う。共振点のない場合は，周波数２０Ｈｚ及び２００Ｈｚで複振幅２．

５ｍｍ又は加速度±５Ｇの振動を２軸方向にそれぞれ１５時間行う。

試験後，耐熱性と耐低温性試験を各１個行う。 

耐塩水性 

 

 

 

 

２ 

 

 

ＮＤＳ Ｋ ４８１５－２１０による塩水噴霧試験を行う。試験

の条件は，塩水の比重１．１２６～１．１５７，試験槽の温度３５±３℃，

噴霧時間は２４時間とする。試験後，耐熱性と耐低温性試験を各１

個行う。 

７ 

Ｙ ９００１Ｅ 



付表１－試験方法（続き） 

検査項目 試料数 試験方法 判定基準 

 

 

 

 

製 

品 

 

 

 

 

 

効力性 

 

 

 

 

 

耐温度衝 

撃性 (2) 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

ＮＤＳ Ｋ ４８１５－２０３による温度衝撃試験を行う。 

試験の条件は，試料各２個を温度５０±３℃及び－３０±３℃に６

時間保持し，次に温度－３０±３℃及び５０±３℃に移し，推進薬

内面とチャンバ外面の温度差が最大となる時間保持し，燃焼試

験を行う。（温度差が最大となる時間は，耐温度衝撃性(1)の試験

で測定した時間と同じとする。） 

2.5.4による。 

 Ａｃ ０，Ｒｅ １ 

 

 

 

 

安全性 

 

 

耐落下 

衝撃性 

 

２ 

 

 

ＮＤＳ Ｋ ４８１５－２０６による落下衝撃試験を行う。 

試験の条件は，落高１．２ｍ，床はコンクリート上の厚さ１０ｍｍの

鉄板，方向はノズルを上，横及び下の３方向とする。 

発火しないこと。 

 Ａｃ ０，Ｒｅ １ 

 

包装 

 

－ 

 

－ 

 

4による。 

 ＡＱＬ ４．０ 

注記１ 契約担当官等が認めた場合は，製品のうち，耐温度衝撃性(1)，耐振性，耐塩水性，耐温度衝撃性(2)及び 

        耐落下衝撃性の検査項目を省略することができる。 

注記２ 試料数の欄の矢印は試料の継続を示す。 

注記３ イグナイタの発火試験は，推進薬の燃焼試験と兼ねて行うことができる。 

注記４ 効力性の燃焼試験は，2.5.4表５中最大圧力及び平均圧力の測定を省略することができる。 

注記５ 安全性試験を除く各試験において，解体，異常発火などの異常及び燃焼試験において，爆ごう等の異常が 

        あった場合は不合格とする。 

注記６ 不合格の原因が試験器材及び操作によることが明らかである場合は，当該項目について再検討することが 

        できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

Ｙ ９００１Ｅ 



注記１ 

注記 2 

省 

  

９
 

Ｙ
 
９
０
０
１
Ｅ

 



 

省 

注記 寸法は，標準を示す。 

注 a)  ＤＯＤＩＣ又は弾火薬コードとする。 
b) 西暦年下２けたー月で表示する。 

a) ｂ) 

 
１
０
 

Ｙ
 
９
０
０
１
Ｅ

 

防
 衛

 
省

 



 
１
１
 

Ｙ
 
９
０
０

１
Ｅ

 

省 

注記 

防衛省 



  

  品 名 ab)                          ロット番号 ac) 

製造所名 a) 

弾 薬 諸 元 票 

物品番号(ＤＯＤＩＣ又は弾火薬コード番号)b) 

包装諸元 c) 

契約の相手方 d) 認証番号 e) 製造数量 f) 

 

製造開始年月 g) 製造完了年月 h) 図面，変更 i) 仕様書，変更 j) 

検査年月日 k) 生産系列 l) 弾量標識 m) 

発射薬質量 n) 速度 o) 圧力 p) 完成品質量 q) 

構成（必要あれば裏面に続く） r) 

構成部品 s） 図面番号 t） 制式又は形(型)式 u） 製造者 v） 製造年月 w） ロット番号 x） 数量 y） 

       

判 定 z)                          検査官 氏 名                 印 aa) 

 

a) 表面 

 

 

 

構成部品 s） 図面番号 t） 制式又は形(型)式 u） 製造者 v） 製造年月 w） ロット番号 x） 数量 y） 

       

注記 ad)  符号 ※工程変更 ae），※※特異事項 af），※※※その他 ag） 

 

 

 

 

 

納入状況（契約を異にして納入する場合） 

認証番号 納入年月 納入数量  

   

 

b) 裏面 

 注記 注の説明については，次に示す。 

図番 付図４ 名称 弾薬諸元票の様式 尺度 ― 

防     衛     省 

１２ 

Ｙ ９００１Ｅ 



 

 

１３．

Ｙ ９００１Ｅ

  項目 記入内容 
a) 

製造所名 製品の最終製造所名 

b) 物品番号（ＤＯＤＩＣ） 製品の物品番号（ＤＯＤＩＣ又は弾火薬コード番号） 
c) 包装諸元 出荷状態の包装方法 
d) 

契約の相手方 契約の相手方の名称 

e) 認証番号 認証番号 
f) 製造数量 製造数量 

g) 製造開始年月 製造を開始した年月 

h) 製造完了年月 製造を完了した年月 
i) 図面，変更 記入しない。 
j) 仕様書，変更 契約製品の仕様書番号及び変更根拠 
k) 検査年月日 検査年月日 
l) 生産系列 記入しない。 
m) 弾量標識 記入しない。 
n) 爆薬質量 完成弾１発当たりの発射薬質量 
o) 速度 記入しない。 
p) 圧力 記入しない。 
q) 完成品質量 完成品１発当たりの質量 
r) 構成 構成は，ａ）～ｇ）による。 
s） 構成部品 仕様書，図面などに示してある主要部品及び信管等，火薬類を含む部品名を記入する。 
t） 図面番号 ａ）の部品の図面番号及び輸入弾（ノックダウン生産品及びライセンス生産）における技術資料番

号を記入する。ピースマーク及び変更番号も併せて記入する。 
u） 制式又は形(型)式 制式又は形（型）式の定まっているものは，その名称又は形（型）式番号を記入する。 
v） 製造者 部品のロットごとの製造社名を記入する。 

なお，寄託品は，“寄託品”と記入する。 

w） 製造年月 部品の製造開始年月と製造完了年月を記入する。 
x） ロット番号 部品のロット番号を記入する。 
y） 数量 部品が２ロット以上になる時は，各ロットの数量を記入する。１ロットの場合は記入しなくてもよ

い。 
z) 判定 合格 
aa) 検査官氏名，印 最終製品検査担当官の官職，氏名及び印 
ab) 品名 契約品名 
ac) ロット番号 納入品のロット番号 
ad) 注記 注記は，ae)～ag)による。 

ae) 工程変更 工程を変更した時は，“※”の符号を付けてその内容を記入する。工程変更には，生産ライン，

製造装置，製造方法などを含み，契約担当官等の承認を得たものは，承認番号及び日付を記

入する。 
af) 特異事項 特異事項は，再加工，かし補修などを行った場合，その原因となった事項を“※※”の符号を付

けて記入する。 
ag) その他 必要な事項を“※※※”の符号を付けて記入する。 

注記１ 弾薬諸元票の中の番号等は説明書の説明番号等を示す。 

注記２ 弾薬諸元票の紙質は，マニラ荷札（ボール紙）又は同等品とし，大きさは１２７ mm×２０３ mmとする。 

図番 付図４ 名称 弾薬諸元票の様式(続き) 尺度 ― 

防     衛     省 

 


